
＜工事名：県立篠山産業高等学校特別教室棟調理台改修工事＞

制限付き一般競争入札（事後審査型）

  配 布 資 料

１ 入札公告

２ 提示資料

・ 工事費内訳書の提出及び特約条項の追加について

・ 暴力団等排除に関する特約

・ 適正な労働条件の確保に関する特記事項

３ 様式

(1) 制限付き一般競争（事後審査型）入札参加申込書         （様式３号の５）

(2) 配置予定技術者の資格                      （様式６号の２）

(3) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係   （様式７号）

(4) 誓約書（暴力団等排除に関する特約関係）

(5) 誓約書（適正な労働条件の確保に関する特記事項関係）

(6) 社会保険等加入対策に関する誓約書

(7) 委任状

(8) 工事請負入札書

(9) 入札辞退届

(10) 質疑について（様式20号）

＊入札参加申込受付期間  令和７年11月10日（月）～ 令和７年11月21日（金）

兵庫県立篠山産業高等学校 事務室



令和７年11月10日

入札参加希望者各位

兵庫県

契約担当者

兵庫県立篠山産業高等学校長

谷 昌亮

工事費内訳書の提出及び特約条項の追加について

     下記についてご承知の上、入札に参加してください。

記

   １ 工事費内訳書の提出

入札に関する条件として工事費内訳書の提出を求めているため、所定の場所に所定の日

時までに工事費内訳書を提出できない方は、入札に参加できないこととなります。

工事費内訳書の様式については任意としますが、県が事前に貸与配布している金抜設計

書のすべての項目について記載されていることを原則とします。

積算については、自己積算を原則としますので、自己積算していない方、他者に自らの

工事費内訳書の内容等を漏らした方も入札に参加できません。

また、自らが提出した工事費内訳書の内容に他者の提出したものと一致又は近似する部

分がある場合において、その理由、具体的な積算方法及び自己積算していることのいずれ

かを明らかにすることができない方も、入札に参加できないこととなるので特に注意して

ください。

さらに、入札参加者はお互いに競争しなければならない関係にあるため、他の入札参加

者に対して見積書を交付する等の行為を行わないようにするとともに、落札者から他の入

札参加者に対して本件入札に係る業務を委託する等の行為は、極力、避けてください。

なお、手持ち業務が多数あるために対応できない場合、設計図書の内容を確認して自己

積算できないことが明らかになった場合、他の入札参加者からの見積依頼に応じた場合等

において、入札に参加することを辞退したとしても、辞退した方に不利益が及ぶことはあ

りません。

２ 特約条項の追加
     この入札に関して、契約書に別紙記載のとおり「特定の違反行為に関する特約条項」、「暴

力団等排除に関する特約」及び「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を追加すること
となります。



特定の違法行為に関する特約条項

 （発注者の解除権）

１ 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、

この契約の入札に関して地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号に該当すると

認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、建設工事請負契約書第47条の２第１項及び第

３項の規定を適用する。

 （解除に伴う措置）

２ 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求

することはできない。

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第50条の規定を適用し、

同条第３項及び第８項中「第47条」を「特定の違法行為に関する特約条項第１項」と読み替える。

 （賠償の予約）

４ 受注者は、受注者（受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。）又は受注者が代理人、支配人その他

使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当し

たときは、請負代金額の10分の２に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わな

ければならない。工事が完成した後も同様とする。

 (1) 刑法（明治40年法律第45号）第96条の６による刑が確定したとき。

 (2) 刑法第198条による刑が確定したとき。

 (3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独

占禁止法」という。）第61条第１項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対

し、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

 (4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第１項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴

金納付命令に対し、行政事件訴訟法第３条第１項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

 (5) 前２号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

５ 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がそ

の超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

 （賠償金等の徴収）

６ 第１項の規定による違約金又は前２項の規定による賠償金の徴収については、建設工事請負契約書第52

条の規定を適用する。

 （共同企業体に対する賠償の請求）

７ 受注者が共同企業体であるときは、第４項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しくは構成員」

と読み替える。

８ 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべ

ての者に対して第４項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であ

った者は、発注者に対して共同連帯して賠償金支払の義務を負う。





（建設工事請負契約書）

暴力団等排除に関する特約

 （趣旨）

１ 発注者及び受注者は、暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）第７条の規

定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合

意する。

 （契約からの暴力団の排除）

２ 受注者は、暴力団（条例第２条第１号で規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第３号で

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）並びに条例第７条に基づき暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫

県公安委員会規則第２号）第２条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者（以下これら

を「暴力団等」という。）とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約

その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」という。）を締結してはならない。

３ 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第２項から第６項ま

で、第９項、第10項、第13項及び第14項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。

４ 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。

 (1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。

 (2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。

 (3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受

けたとき。

 （役員等に関する情報提供）

５ 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、

次に掲げる者（受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。）

についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。

 (1) 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）

 (2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者（(1)の役員を除く。）とし

て使用し、又は代理人として選任している者（支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表

者を含む。）

６ 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長（以下「警察本部長」という。）に提供するこ

とができる。

 （警察本部長から得た情報の利用）

７ 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察本部長に意見を聴く

ことができる。

８ 発注者は、警察本部長から得た情報を他の契約において第１項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利

用し、又は他の契約担当者（財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第２条第８号に規定する契約担当者を

いう。）若しくは公営企業管理者若しくは病院事業管理者が第１項の趣旨に従い暴力団等を排除するために

提供することができる。

 （発注者の解除権）

９ 発注者は、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において

同じ。）が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事

請負契約書第47条の２第１項及び第３項の規定を準用する。

 (1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。

 (2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。



 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 (5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 (6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、

当該者と契約を締結したと認められるとき。

 (7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合（(6)に該当

する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったと

き。

 (8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方とし

ていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下

請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者

が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為

をしたと認められるとき。

 （解除に伴う措置）

10 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求

することはできない。

11 第９項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第50条の規定を適用し、

同条第３項及び第８項中「第47条」とあるのは、「暴力団等排除に関する特約第９項」とする。

 （違約金の徴収）

12 第９項において準用する建設工事請負契約書第47条の２第１項の規定による違約金の徴収については、建

設工事請負契約書第52条の規定を適用する。

 （誓約書の提出等）

13 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の

事項に関しての誓約書を提出するものとする。

 (1) 受注者が暴力団等でないこと。

 (2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。

 (3) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第９項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請

求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。

14 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締結する

場合には、その合計金額）が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓

約書を提出させ、当該誓約書の写し（第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提

出させた誓約書の写しを含む。）を発注者に提出しなければならない。

 （受注者からの協力要請）

15 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察本

部長に協力を求めることができる。



下請契約等における暴力団排除に関する特約（第３項関係）

  発注者及び受注者は、暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）第７条の規

定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。

 １ 受注者は、暴力団（条例第２条第１号で規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第３号

で規定する暴力団員をいう。以下同じ。）並びに条例第７条に基づき暴力団排除条例施行規則（平成23

年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者（以

下これらを「暴力団等」という。）とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料

の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」という。）を締結してはな

らない。

 ２ 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含ん

だ下請契約等を締結しなければならない。

 ３ 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。

(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。

(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。

  (3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を

受けたとき。

 ４ 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対し

て、次に掲げる者（受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」と

いう。）についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。

  (1) 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他

いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む。）

(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者（(1)の役員を除く。）と

して使用し、又は代理人として選任している者（支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の

代表者を含む。）

 ５ 発注者は、この契約に係る建設工事の注文者（当該建設工事を発注した兵庫県の契約担当者）を通じて、

受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長に提供することができる。

 ６ 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合（(6)に該

当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ



たとき。

 (8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方と

していた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者

が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他

受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利

する行為をしたと認められるとき。

７ 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請

求することはできない。

８ 受注者は、この契約の契約金額（発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額）が200万円

を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。

(1) 受注者が暴力団等でないこと。

   (2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。

  (3) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一

切の措置について異議を述べないこと。

９ 受注者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提

出させ、当該誓約書の写し（第２項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出さ

せた誓約書の写しを含む。）を発注者に提出しなければならない。



（建設工事請負契約書用）

適正な労働条件の確保に関する特記事項

 （基本的事項）

第１ 受注者は、別表に掲げる労働関係法令（以下「労働関係法令」という。）を遵守することにより、次の

各号のいずれかに該当する労働者（以下「特定労働者」という。）に対する最低賃金法（昭和34年法律第137

号）第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額か

ら同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。）以上の賃金の支払その他の特定労働者の適

正な労働条件を確保しなければならない。

 (1) 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法（昭和22年法律第49号）第９条に

規定する労働者（当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)

 (2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下

「労働者派遣法」という。）の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者

（以下「派遣労働者」という。当該業務に直接従事しない者を除く。)

２ 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項の第１から第５まで

の規定に準じた規定を当該下請契約に定めなければならない。

 （受注関係者に対する措置）

第２ 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に

基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方（以下「受注関係者」という。）

は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。

２ 受注者は、前項の場合において、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金

額。）が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴

取し、その写し（第１の第２項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓

約書の写しを含む。）を発注者に提出しなければならない。

３ 受注者は、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業

務の一部について請け負った者（以下「下請関係者」という。）が労働関係法令を遵守していないと認める

ときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務

に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければ

ならない。

４ 受注者は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解

除しなければならない。

 (1) 受注者に対し、第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。

 (2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第４条第１項の規定に違反したとして、検察官に

送致されたとき。

 （特定労働者からの申出があった場合の措置）

第３ 発注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払

っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。

２ 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報に

ついて報告を求めることができる。

３ 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。

４ 受注者は その雇用する特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に

対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

５ 受注者は、第１項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第２項の報告を求

められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。

６ 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当

該下請関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう、受注関係者に求めなけ

ればならない。

７ 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第３項、第５項、第４の第２項、第４項及び第５の各項

の規定による発注者に対する報告により得た情報を提供することができる。

 （労働基準監督署から意見を受けた場合の措置）



第４ 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の

意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるも

のとする。

２ 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支

払の状況を発注者に報告しなければならない。

３ 発注者は、労働基準監督署から下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨

の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を受

注関係者に行うことを求めるものとする。

４ 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の

支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければ

ならない。

 （労働基準監督署から行政指導があった場合の措置）

第５ 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金

法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針

を発注者に報告しなければならない。

２ 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置（以下「是正措置」という。）を行い、

その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告

しなければならない。

３ 受注者は、下請関係者が第１項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行

政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しな

ければならない。

４ 受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労

働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該

報告の内容を発注者に報告しなければならない。

 （契約の解除）

第６ 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、

建設工事請負契約書第47条の２第１項及び第３項の規定を準用する。

 (1) 受注者が、発注者に対し、第４の第２項、第５の第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をしたとき。

 (2) 受注者が、発注者に対し、第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をしたとき。（受注者が、第２の第１項の誓約をした受注関係者に対して、第４の第３項に規

定する指導及び第４の第４項、第５の第３項又は第４項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、

当該受注関係者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。）

 (3) 特定労働者に対する賃金の支払について、受注者又は受注関係者が最低賃金法第４条第１項の規定に違

反したとして、検察官に送致されたとき。（受注者が第２の第４項の規定により、当該受注関係者と締結

している契約を解除したときを除く。)

２ この項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第50条の規定を適用し、

同条第３項及び第８項中「第47条」とあるのは、この特記事項のこの項とする。

３ この項において準用する建設工事請負契約書第47条の２第１項の規定による違約金の徴収については、建

設工事請負契約書第52条の規定を適用する。

 （損害賠償）

第７ 受注者は、第６の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠

償を請求することはできない。

 （違約金）

第８ 受注者は、第６の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に

支払わなければならない。



別表（第１関係）

 労働関係法令

 (1) 労働基準法（昭和22年法律第49号）

 (2) 労働組合法（昭和24年法律第174号）

 (3) 最低賃金法（昭和34年法律第137号）

 (4) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

 (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）

 (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）

 (7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号）

 (8) 労働契約法（平成19年法律第128号）

 (9) 健康保険法（大正11年法律第70号）

 (10) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

 (11) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）

 (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）





（下請契約等用）

適正な労働条件の確保に関する特記事項

（基本的事項）

第１ 受注者は、別表に掲げる労働関係法令（以下「労働関係法令」という。）を遵守することにより、次の各号

のいずれかに該当する労働者（以下「特定労働者」という。）に対する最低賃金法（昭和34年法律第137号）第３

条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定

により減額した額。以下「最低賃金額」という。）以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確

保しなければならない。

（１） 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法（昭和22年法律第49号）第９条に規

定する労働者 （当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。）

（２） 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下「労

働者派遣法」という。）の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者（以下「派

遣労働者」という。）

２  受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項に準じた規定を含んだ下

請契約を締結しなければならない。

（受注者及び受注関係者に対する措置）

第２ 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超え

る場合は、発注者に対し、この契約を締結する時までに労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出し

なければならない。

２  受注者が、この契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく

業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方（以下「受注関係者」という。）は、労働

関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。

３  受注者は、前項の場合において、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。）

が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写

し(第１の第２項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)

を発注者に提出しなければならない。

４  発注者は、受注者、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係

る業務の一部について請け負った者（以下「下請関係者」という。）が労働関係法令を遵守していないと認める

ときは、当該受注者に対し、指導その他の特定労働者（下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっ

ている労働者を含む。以下同じ。）の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じるものとする。

５  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。

（１） 発注者に対し 第４及び第５の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

（２） 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致

されたとき。

６  前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対して、その損害を請求す

ることはできない。

（特定労働者からの申出があった場合の措置）

第３  受注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払っ

ていない旨の申出が県にあった場合において、県が行う当該申出に係る労働基準監督署への通報に必要な情報に

ついて、発注者から報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。

２  受注者は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、

解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

３  受注者は、第１項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第１項の報告を求め

られたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。

４  受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該受

注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。

（労働基準監督署から意見を受けた場合の措置）

第４  受注者は、その雇用する特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見が労働基準監督署から県にあり、

県の要請を受けた発注者から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう求めがあった場合においては、発注者が定

める期日までに、当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。

２  受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金について第１項の意見があり、発注者から最低賃金

額以上の賃金の支払を行うよう求めがあった場合においては、受注関係者に当該支払の状況の報告を求めるとと



もに、発注者が定める期日までに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。

（労働基準監督署から行政指導があった場合の措置）

第５  受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の

違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者

に報告しなければならない。

２  受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置（以下「是正措置」という。）を行い、そ

の旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなけ

ればならない。

３  受注者は、下請関係者が第１項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指

導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければな

らない。

４  受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基

準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内

容を発注者に報告しなければならない。

別表（第１関係）

 労働関係法令

 (1) 労働基準法（昭和22年法律第49号）

 (2) 労働組合法（昭和24年法律第174号）

 (3) 最低賃金法（昭和34年法律第137号）

 (4) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

 (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）

 (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）

 (7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号）

 (8) 労働契約法（平成19年法律第128号）

 (9) 健康保険法（大正11年法律第70号）

 (10) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

 (11) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）

(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）


